
令和７年度  

所沢市職員採用試験（看護師）募集案内 
 

受 付 期 間 職 種 

３月１日（土）～随時受付 看護師 

 

１．募集職種・受験資格 

募集職種 募集人数 受験資格 

看護師 ３人 

次のいずれにも該当する人 

1）昭和 45年 4月 2日以降に生まれた人 

2）看護師の資格を有し、病院等で看護師として勤務した

期間が 3年以上ある人（申込年月の末日現在） 

3）2交代制勤務と 3交代制勤務の併用勤務が可能な人 

 

◆注意事項◆ 

＊募集人数は、採用予定人数です。最終的な採用予定人数は、事業計画及び欠員等の状況により変更にな

る場合があります。 

＊採用時期は原則として、令和８年４月１日以降となります。 

＊今回申込みされた人は、今後令和７年度内に実施する採用試験には申込みができません。 

＊合格者が決定次第、募集を終了する場合がありますので、所沢市ホームページまたは電話にてご確認く

ださい。 

＊地方公務員法第１６条の欠格条項に該当する人は、受験資格がありません。（内容は概ね次のとおり） 

 ・禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

 ・所沢市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

 ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者。 

＊日本国籍を有しない人の受験資格は、「出入国管理及び難民認定法による永住者」及び「日本国との平和

条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法による特別永住者」のいずれかに

該当する人とします。 



２．申込みから合格まで 

  申込みは、原則、インターネットによる電子申請でお手続きください。 

 看護師 

受
付
期
間 

３月１日（土） ～ 随時受付 

申
込
電
子
申
請 

 

試
験
通
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申込内容の審査後、申込受理日から１週間以内に試験に関する連絡をいたします。 

併せて、電子申請サービス上で「試験通知書」が配信されます。 

※試験通知書で「受験番号」を必ず確認してください。 

試
験
① 

看護師適性検査※１  （会場：所沢市役所） 

性格適性検査 （WEB配信） 

試
験
② 

個別面接 

最
終
合
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合否に関わらず全員に結果をお知らせします。 

最終合格：採用意向を確認し、その意向に基づき、採用内定となります 

◆申込にあたっての注意事項◆ 

＊メンテナンス等によるシステムの停止や通信・機器障害等によるトラブルについては、一切責任を負い

ません。期限には余裕を持ってお申込みください。 

＊インターネットが利用できない方は郵送での申込みも可能です。詳しくは職員課採用担当までお問い合

わせください。 
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３．合格から採用まで 

 （１）意向確認 

   最終合格者に対して採用意向を確認し、その意向に基づき採用内定となります。採用意向届提出後の 

辞退は原則お受けすることができません。よくお考えの上、提出いただきますようお願いいたします。 

 （２）合格及び採用内定後の注意事項 

＊最終合格者については、職種ごとに成績順に採用候補者名簿に登載され、欠員の都度、逐次採用され

ることになります。 

＊採用時期は原則として、令和８年４月１日以降となります。ただし、既卒者については、令和８年４月１日

以前に採用となることもあります。 

＊採用候補者名簿の有効期間は、名簿登載の日から１年間です。 

＊日本国籍を有しない人は、公権力の行使又は公の意思形成への参画に携わることはできないとする公

務員の当然の法理の範囲内で任用されます。 

＊令和８年３月までに学校を卒業できない場合や、採用時に病気等で勤務することができない場合には、

採用を取り消すことがあります。 

＊受験資格がない場合や受験申込書等の記載事項に虚偽又は不正があることが判明した場合には、採用

を取り消します。 


